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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも複写対象原稿の主走査方向における原稿幅に対応付けて、前記原稿の大きさ
に応じた複写条件を記憶する複写条件記憶部と、
　複写対象原稿の主走査方向における前記原稿幅を検知する原稿幅検知部と、
　前記原稿幅検知部により検知された前記原稿幅に対応する前記複写条件を前記複写条件
記憶部から読み出す複写条件読出部と、
　記録紙に画像形成を行う画像形成部と、
　前記複写対象原稿の画像を読み取る画像読取部と、
　前記複写条件読出部により読み出された前記複写条件に従って、前記画像読取部によっ
て読み取られた画像を、前記画像形成部により前記記録紙に対して画像形成を行わせる制
御部と、
　前記複写条件記憶部に記憶された前記複写条件を変更する指示を操作者から受け付ける
操作部と、を備え、
　前記複写条件記憶部は、前記原稿幅の範囲毎に前記複写条件が記憶されている複写条件
データベースを有し、
　前記制御部は、新たな原稿幅の範囲と当該新たな原稿幅の範囲についての前記複写条件
とが操作者により前記操作部に入力されると、前記複写条件データベースに既に登録され
ている前記原稿幅の範囲毎のうちで前記操作部により新たに入力された原稿幅の範囲と重
なる部分を有する前記原稿幅の範囲を、前記新たに入力された原稿幅の範囲を除外した範
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囲に更新する画像形成装置。
【請求項２】
　表示部を更に備え、
　前記制御部は、前記表示部に、前記複写条件に従って画像形成を行った結果を示すプレ
ビュー画像を表示させるプレビュー表示させるときに、前記複写条件の変更を操作者に対
して促す複写条件変更画面を表示させ、前記操作部を介して操作者から前記複写条件を変
更する指示を受け付ける請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記複写条件記憶部は、前記原稿幅及び前記複写対象原稿の副走査方向における長さに
対応付けて、前記原稿の大きさに応じた複写条件を記憶し、
　前記複写対象原稿の副走査方向における原稿長さを検知する原稿長検知部を更に備え、
　前記複写条件読出部は、前記原稿幅検知部により検知された前記原稿幅及び前記原稿長
さに対応付けられた前記複写条件を、前記複写条件記憶部から読み出し、
　前記制御部は、前記複写条件読出部により読み出された前記複写条件に従って、前記画
像読取部によって読み取られた画像を、前記画像形成部により前記記録紙に対して画像形
成を行わせる請求項１又は請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　当該画像形成装置は、同幅混載モード及び異幅混載モードを選択的に設定可能とされ、
　操作者によって混載モードが設定されている場合に、
　前記原稿幅検知部は、操作者により前記同幅混載モードが設定されている場合は、複数
原稿を前記画像読取部による読取対象とする場合に第１枚目のみの原稿について前記原稿
幅検知を行い、前記複写条件読出部は、前記読取対象の全ての原稿について、前記第１枚
目の原稿について検知された原稿幅に対応する複写条件として読み出し、
　前記原稿幅検知部は、操作者により前記異幅混載モードが設定されている場合は、複数
原稿を前記画像読取部による読取対象とする場合に、全ての原稿について前記原稿幅検知
を行い、前記複写条件読出部は、前記読取対象とされる各原稿について、それぞれの複写
条件を前記複写条件記憶部から読み出す請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の画像形
成装置。
【請求項５】
　前記操作部は、前記複写条件読出部により読み出された前記複写条件に従った前記画像
読取部及び前記画像形成部による動作を実行させるか否かの指示を操作者から受け付け、
　前記制御部は、前記操作部に受け付けられた指示に応じて、前記複写条件に従った前記
画像読取部及び前記画像形成部による動作を実行させ又は不実行とする請求項１乃至請求
項４のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記複写条件読出部により読み出された前記複写条件に従った動作を前記画像読取部及
び前記画像形成部に行わせるか否かの指示の入力を操作者に対して促す報知を行う報知部
を更に備え、
　前記制御部は、予め定められた確認条件が成立すると判断した場合に、前記報知部に前
記報知を行わせ、
　前記確認条件は、
　前記複写対象原稿に対して個別に、操作者により前記複写条件が設定されていること、
　及び操作者の操作によって原稿の大きさの設定が変更されていること、の少なくともい
ずれか一つである請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記操作部は、前記複写条件読出部により読み出された前記複写条件に従った前記画像
読取部及び前記画像形成部による複写動作を実行させるか否かの指示を、前記原稿の大き
さ毎に受け付け、
　前記制御部は、前記操作部に受け付けられた指示に応じて、前記複写条件に従った前記
複写動作を実行させるか否かを、前記原稿の大きさ毎に判断する請求項５又は請求項６に
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記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記複写条件読出部により読み出された前記複写条件に従った複写を実施させない不実
施条件が成立するか否かを判断する不実施条件成立判断部を更に備え、
　前記制御部は、前記不実施条件成立判断部により前記不実施条件が成立すると判断され
たときは、前記画像読取部及び前記画像形成部に、前記複写条件に従った動作を行わせず
、
　前記不実施条件は、
　前記複写条件がデフォルト値から変更されていること、
　操作者によって前記複写条件に従った複写の不実施が選択されていること、の少なくと
もいずれか一つである請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項９】
　少なくとも読み取り対象原稿の主走査方向における原稿幅に対応付けて、前記原稿の大
きさに応じた原稿読取条件を記憶する原稿読取条件記憶部と、
　読取対象原稿の主走査方向における前記原稿幅を検知する原稿幅検知部と、
　前記原稿幅検知部により検知された前記原稿幅に対応する前記原稿読取条件を前記原稿
読取条件記憶部から読み出す原稿読取条件読出部と、
　前記読取対象原稿の画像を読み取る原稿読取部と、
　前記原稿読取条件読出部により読み出された前記原稿読取条件に従って、前記原稿読取
部によって原稿を読み取らせる制御部と、
　前記原稿読取条件記憶部に記憶された前記原稿読取条件を変更する指示を操作者から受
け付ける操作部と、を備え、
　前記原稿読取条件記憶部は、前記原稿幅の範囲毎に前記原稿読取条件が記憶されている
原稿読取条件データベースを有し、
　前記制御部は、新たな原稿幅の範囲と当該新たな原稿幅の範囲についての前記原稿読取
条件とが操作者により前記操作部に入力されると、前記原稿読取条件データベースに既に
登録されている前記原稿幅の範囲毎のうちで前記操作部により新たに入力された原稿幅の
範囲と重なる部分を有する前記原稿幅の範囲を、前記新たに入力された原稿幅の範囲を除
外した範囲に更新する原稿読取装置。
【請求項１０】
　表示部を更に備え、
　前記制御部は、前記表示部に、前記原稿読取条件に従って原稿読取を行った結果を示す
プレビュー画像を表示させるときに、前記原稿読取条件の変更を操作者に対して促す原稿
読取条件変更画面を表示させ、前記操作部を介して操作者から前記原稿読取条件を変更す
る指示を受け付ける請求項９に記載の原稿読取装置。
【請求項１１】
　前記原稿読取条件記憶部は、前記原稿幅及び読取対象原稿の副走査方向における長さに
対応付けて、前記原稿の大きさに応じた原稿読取条件を記憶し、
　前記読取対象原稿の副走査方向における原稿長さを検知する原稿長検知部を更に備え、
　前記原稿読取条件読出部は、前記原稿幅検知部により検知された前記原稿幅及び前記原
稿長さに対応付けられた前記原稿読取条件を、前記原稿読取条件記憶部から読み出し、
　前記制御部は、前記原稿読取条件読出部により読み出された前記原稿読取条件に従って
、前記原稿読取部によって原稿を読み取らせる請求項９又は請求項１０に記載の原稿読取
装置。
【請求項１２】
　当該原稿読取装置は、同幅混載モード及び異幅混載モードを選択的に設定可能とされ、
　操作者によって混載モードが設定されている場合に、
　前記原稿幅検知部は、操作者により前記同幅混載モードが設定されている場合は、複数
原稿を前記原稿読取部による読取対象とする場合に第１枚目のみの原稿について前記原稿
幅検知を行い、前記原稿読取条件読出部は、前記読取対象の全ての原稿について、前記第
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１枚目の原稿について検知された原稿幅に対応する原稿読取条件として読み出し、
　前記原稿幅検知部は、操作者により前記異幅混載モードが設定されている場合は、複数
原稿を前記原稿読取部による読取対象とする場合に、全ての原稿について前記原稿幅検知
を行い、前記原稿読取条件読出部は、前記読取対象とされる各原稿について、それぞれの
原稿読取条件を前記原稿読取条件記憶部から読み出す請求項９乃至請求項１１のいずれか
に記載の原稿読取装置。
【請求項１３】
　前記操作部は、前記原稿読取条件読出部により読み出された前記原稿読取条件に従った
前記原稿読取部による動作を実行させるか否かの指示を操作者から受け付け、
　前記制御部は、前記操作部に受け付けられた指示に応じて、前記原稿読取条件に従った
前記原稿読取部による動作を実行させ又は不実行とする請求項９乃至請求項１２のいずれ
かに記載の原稿読取装置。
【請求項１４】
　前記原稿読取条件読出部により読み出された前記原稿読取条件に従った動作を前記原稿
読取部に行わせるか否かの指示の入力を操作者に対して促す報知を行う報知部を更に備え
、
　前記制御部は、予め定められた確認条件が成立すると判断した場合に、前記報知部に前
記報知を行わせ、
　前記確認条件は、
　前記読取対象原稿に対して個別に、操作者により前記原稿読取条件が設定されているこ
と、
　及び操作者の操作によって原稿の大きさの設定が変更されていること、の少なくともい
ずれか一つである請求項１３に記載の原稿読取装置。
【請求項１５】
　前記操作部は、前記原稿読取条件読出部により読み出された前記原稿読取条件に従った
前記原稿読取部による原稿読取動作を実行させるか否かの指示を、前記原稿の大きさ毎に
受け付け、
　前記制御部は、前記操作部に受け付けられた指示に応じて、前記原稿読取条件に従った
前記原稿読取動作を実行させるか否かを、前記原稿の大きさ毎に判断する請求項１３又は
請求項１４に記載の原稿読取装置。
【請求項１６】
　前記原稿読取条件読出部により読み出された前記原稿読取条件に従った原稿読取を実施
させない不実施条件が成立するか否かを判断する不実施条件成立判断部を更に備え、
　前記制御部は、前記不実施条件成立判断部により前記不実施条件が成立すると判断され
たときは、前記原稿読取部に、前記原稿読取条件に従った動作を行わせず、
　前記不実施条件は、
　前記原稿読取条件がデフォルト値から変更されていること、
　操作者によって前記原稿読取条件に従った原稿読取の不実施が選択されていること、の
少なくともいずれか一つである請求項９乃至請求項１５のいずれかに記載の原稿読取装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機能を有する画像形成装置、または原稿読取機能を有する原稿読取装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機能を有する画像形成装置では、倍率や濃度、用紙サイズなどの印刷設定項目が予
め設定可能とされている。そして、下記の特許文献１に示されるように、原稿サイズ毎に
、倍率や濃度、用紙サイズなどの印刷設定項目を予め設定可能とし、原稿の複写時に、原
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稿サイズ検出部によって検出される定型サイズの各原稿サイズについて設定されている印
刷設定項目に従って、画像読取及び画像形成を行う画像形成装置がある。この画像形成装
置は、Ａ３、Ａ４といった定型サイズに対応付けてサイズ毎に複写条件を予め設定してお
き、原稿の複写時に原稿サイズ検出部によって検出される原稿のサイズに応じた複写条件
に従って原稿を複写する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－９０８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載された発明の場合、原稿サイズ検出部によって検出さ
れる原稿のサイズが、Ａ３やＡ４といった上記定型サイズであれば、上記印刷設定項目で
の複写が可能であるが、原稿が定型外のサイズであると、上記予め設定しておいた印刷設
定項目での複写を行えない、という問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであって、原稿サイズが規格から外れたもので
あっても、原稿サイズに応じて予め設定しておいた複写条件に従った複写を可能にするこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一局面に係る画像形成装置は、少なくとも複写対象原稿の主走査方向における
原稿幅に対応付けて、前記原稿の大きさに応じた複写条件を記憶する複写条件記憶部と、
　複写対象原稿の主走査方向における前記原稿幅を検知する原稿幅検知部と、
　前記原稿幅検知部により検知された前記原稿幅に対応する前記複写条件を前記複写条件
記憶部から読み出す複写条件読出部と、
　記録紙に画像形成を行う画像形成部と、
　前記複写対象原稿の画像を読み取る画像読取部と、
　前記複写条件読出部により読み出された前記複写条件に従って、前記画像読取部によっ
て読み取られた画像を、前記画像形成部により前記記録紙に対して画像形成を行わせる制
御部と、
　前記複写条件記憶部に記憶された前記複写条件を変更する指示を操作者から受け付ける
操作部と、を備え、
　前記複写条件記憶部は、前記原稿幅の範囲毎に前記複写条件が記憶されている複写条件
データベースを有し、
　前記制御部は、新たな原稿幅の範囲と当該新たな原稿幅の範囲についての前記複写条件
とが操作者により前記操作部に入力されると、前記複写条件データベースに既に登録され
ている前記原稿幅の範囲毎のうちで前記操作部により新たに入力された原稿幅の範囲と重
なる部分を有する前記原稿幅の範囲を、前記新たに入力された原稿幅の範囲を除外した範
囲に更新するものである。
【０００７】
　本発明の一局面に係る原稿読取装置は、少なくとも読み取り対象原稿の主走査方向にお
ける原稿幅に対応付けて、前記原稿の大きさに応じた原稿読取条件を記憶する原稿読取条
件記憶部と、
　読取対象原稿の主走査方向における前記原稿幅を検知する原稿幅検知部と、
　前記原稿幅検知部により検知された前記原稿幅に対応する前記原稿読取条件を前記原稿
読取条件記憶部から読み出す原稿読取条件読出部と、
　前記読取対象原稿の画像を読み取る原稿読取部と、
　前記原稿読取条件読出部により読み出された前記原稿読取条件に従って、前記原稿読取
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部によって原稿を読み取らせる制御部と、
　前記原稿読取条件記憶部に記憶された前記原稿読取条件を変更する指示を操作者から受
け付ける操作部と、を備え、
　前記原稿読取条件記憶部は、前記原稿幅の範囲毎に前記原稿読取条件が記憶されている
原稿読取条件データベースを有し、
　前記制御部は、新たな原稿幅の範囲と当該新たな原稿幅の範囲についての前記原稿読取
条件とが操作者により前記操作部に入力されると、前記原稿読取条件データベースに既に
登録されている前記原稿幅の範囲毎のうちで前記操作部により新たに入力された原稿幅の
範囲と重なる部分を有する前記原稿幅の範囲を、前記新たに入力された原稿幅の範囲を除
外した範囲に更新するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、複写条件記憶部に、複写対象原稿の主走査方向における原稿幅に対応
付けて、原稿の大きさに応じた複写条件が記憶され、複写条件読出部が、当該原稿幅に基
づいて、複写条件記憶部から複写対象原稿の大きさに対応する複写条件を読み出し、制御
部が、当該読み出した複写条件に従って、画像読取部によって読み取られた画像を、画像
形成部により記録紙に対して画像形成を行わせる。
【０００９】
　このように本発明に係る画像形成装置では、検知した原稿幅に応じた複写条件に従って
複写が行われるので、原稿が例えばＡ４（横辺×縦辺が２１０ｍｍ×２９７ｍｍ）、Ｂ５
（同１８２ｍｍ×２５７ｍｍ）といった定型サイズのものでない場合であっても、検知さ
れた原稿幅について設定された複写条件を有しているため、操作者からの手動での複写条
件の入力がなくても、原稿の大きさに応じた複写を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る画像形成装置の構造を示した模式的な部分断面正面
図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る画像形成装置の主要内部構成を概略的に示した機能
ブロック図である。
【図３】（Ａ）、（Ｂ）は、複写条件データベースのデータ構造の一例を示した図である
。
【図４】（Ａ）、（Ｂ）は、操作画面の一例を示した図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る画像形成装置における画像形成動作の手順の一例を
示したフローチャートである。
【図６】本発明の第２実施形態に係る画像形成装置の構造を示した模式的な部分断面正面
図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る画像形成装置の主要内部構成を概略的に示した機能
ブロック図である。
【図８】（Ａ）、（Ｂ）は、複写条件データベースのデータ構造の一例を示した図である
。
【図９】本発明の第２実施形態に係る画像形成装置における画像形成動作の手順の一例を
示したフローチャートである。
【図１０】（Ａ）、（Ｂ）は、操作画面の一例を示した図である。
【図１１】本発明の第３実施形態に係る画像形成装置の主要内部構成を概略的に示した機
能ブロック図である。
【図１２】本発明の第４実施形態に係る画像形成装置の主要内部構成を概略的に示した機
能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る画像形成装置及び原稿読取装置の実施の形態を図面に基づいて説明
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する。図１は、本発明の第１実施形態に係る画像形成装置の構造を示した模式的な部分断
面正面図である。
【００１２】
　本発明の一実施形態に係る画像形成装置１は、例えば、コピー機能や、プリンター機能
、スキャナー機能、ファクシミリ機能のような複数の機能を備えた複合機である。画像形
成装置１は、装置本体１１に、操作部４７、原稿給送部６、及び原稿読取部５を含んで構
成されている。
【００１３】
　原稿給送部６は、原稿幅検知センサー８を備える。原稿幅検知センサー８は、原稿台７
に載せられた原稿の幅を合わせるための原稿ガイド（図示せず）を有する。当該原稿ガイ
ドは原稿台７上で主走査方向にスライド移動可能とされており、当該スライド移動により
原稿の両端部を主走査方向から挟み込んで、原稿台７に載せられた原稿を揃える幅寄せ部
材である。当該原稿ガイドは、センサー等により原稿台７上での主走査方向位置が検知さ
れる。当該原稿ガイド及びセンサーが、当該原稿の主走査方向における長さ（原稿幅）を
検知する原稿幅検知センサー８となる。
【００１４】
　操作部４７は、画像形成装置１が実行可能な各種動作及び処理について操作者から画像
形成動作実行指示や原稿読取動作実行指示などの指示を受け付けるものであり、操作者へ
の操作案内などを表示する表示部４７３を備えている。
【００１５】
　画像形成装置１で原稿読取動作が行われる場合について説明する。原稿台７を備えた原
稿給送部６により給送されてくる原稿、又は原稿載置ガラス１６１に載置された原稿の画
像を、原稿読取部５が光学的に読み取り、そして画像データを生成する。原稿読取部５に
より生成された画像データは、内臓ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、又はネットワーク接続
されたコンピューターなどに保存される。
【００１６】
　原稿読取部５は、光照射部及びＣＣＤ（Charge Coupled Device）センサー等を有する
読取機構１６３を備えており、原稿読取部５は、光照射部を使って原稿を照射し、その反
射光をＣＣＤセンサーで受光することによって、原稿から画像を読み取る。なお、紙面垂
直方向が主走査方向（原稿が読み取られる方向と交差する方向）となり、図中の左右方向
が副走査方向（原稿が読み取られる方向）となる。
【００１７】
　画像形成装置１で画像形成動作が行われる場合について説明する。原稿読取動作により
生成された画像データや、内臓ＨＤＤに記憶されている画像データ、ネットワーク接続さ
れたコンピューターから受信した画像データなどに基づいて、画像形成部１２が、給紙部
１４から給紙される記録紙としての用紙Ｐにトナー像を形成する。
【００１８】
　画像形成部１２は、マゼンタ（Ｍ）用の画像形成ユニット１２Ｍ、シアン（Ｃ）用の画
像形成ユニット１２Ｃ、イエロー（Ｙ）用の画像形成ユニット１２Ｙ、及びブラック（Ｂ
ｋ）用の画像形成ユニット１２Ｂｋを含んで構成され、これら画像形成ユニット１２Ｍ，
１２Ｃ，１２Ｙ，１２Ｂｋはそれぞれドラム型の感光体１２１Ｍ，１２１Ｃ，１２１Ｙ，
１２１Ｂｋを備え、感光体１２１Ｍ，１２１Ｃ，１２１Ｙ，１２１Ｂｋは、図中の反時計
回りに回転駆動するようになっている。
【００１９】
　転写ユニット１２０は、その外周面にトナー像が転写される中間転写ベルト１２５、駆
動ローラー１２５Ａ、従動ローラー１２５Ｂ、及び一次転写ローラー１２６を含んで構成
されている。
【００２０】
　中間転写ベルト１２５は、駆動ローラー１２５Ａと従動ローラー１２５Ｂとの間に張架
され、感光体１２１Ｍ，１２１Ｃ，１２１Ｙ，１２１Ｂｋの周面に当接した状態で駆動ロ
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ーラー１２５Ａによって駆動され、感光体１２１Ｍ，１２１Ｃ，１２１Ｙ，１２１Ｂｋと
同期しながら、無端走行する。
【００２１】
　次に、カラー印刷が行われる場合について説明する。感光体１２１Ｍ，１２１Ｃ，１２
１Ｙ，１２１Ｂｋの周囲が一様に帯電され（帯電工程）、電荷を帯びた感光体１２１Ｍ，
１２１Ｃ，１２１Ｙ，１２１Ｂｋの表面に、画像データに基づいて、レーザー光が照射さ
れて潜像が形成され（露光工程）、潜像がトナーで可視像化され（現像工程）、可視像化
することによって形成されたトナー像が一次転写ローラー１２６によって中間転写ベルト
１２５上に転写されるようになっている。
【００２２】
　中間転写ベルト１２５上に転写される各色（マゼンタ、シアン、イエロー、ブラック）
のトナー像は、転写タイミングを調整して中間転写ベルト１２５上で重ね合わされ、カラ
ーのトナー像となる。
【００２３】
　二次転写ローラー２１０は、中間転写ベルト１２５の表面に形成されたカラーのトナー
像を、中間転写ベルト１２５を挟んだ、駆動ローラー１２５Ａとのニップ部Ｎにおいて、
給紙部１４から搬送路１９０を搬送されてきた用紙Ｐに転写させるものである。なお、こ
こまで説明したのはカラー印刷の場合であり、モノクロ印刷の場合には、マゼンタ用、シ
アン用、及びイエロー用の感光体１２１Ｍ，１２１Ｃ，１２１Ｙは使用されず、ブラック
用の感光体１２１Ｂｋだけが使用されることになる。
【００２４】
　定着部１３は、熱圧着によりトナー像を用紙Ｐに定着させるものであり、定着処理が施
されたカラー画像形成済みの用紙Ｐは、排出トレイ１５１に排出されることになる。
【００２５】
　給紙部１４は、複数の給紙カセット、及び各給紙カセットに収容された記録紙をピック
アップするためのピックアップローラー１４５を含んで構成され、操作者による指示など
で指定されたサイズの記録紙をピックアップするように、対応するピックアップローラー
１４５を回転駆動させて、指定された記録紙をニップ部Ｎに向けて搬送するものである。
【００２６】
　画像形成装置１で両面印刷が行われる場合について説明する。画像形成部１２により一
方の面に画像が形成された用紙Ｐを、排出ローラー対１５９に挟まれた状態とした後、用
紙Ｐを排出ローラー対１５９によりスイッチバックさせて反転搬送路１９５に送り、搬送
ローラー対１９により用紙Ｐを搬送方向上流域へ再度搬送する。これにより、用紙Ｐのも
う一方の面にも画像を形成することができる。
【００２７】
　図２は、画像形成装置１の主要内部構成を概略的に示した機能ブロック図である。画像
形成装置１は、制御ユニット１０、原稿給送部６、原稿読取部５、画像形成部１２、画像
メモリー３２、ＨＤＤ９２、定着部１３、駆動モーター７０、操作部４７、ファクシミリ
通信部７１、及びネットワークインターフェース部９１を含んで構成されている。なお、
図１に示した画像形成装置１と同様の構成部分については同符号を付し、ここではその詳
しい説明を省略する。また、原稿読取部５、画像形成部１２、及び操作部４７は、特許請
求の範囲における画像読取部、画像形成部、及び操作部の一例となる。
【００２８】
　原稿給送部６は、原稿台７に載せられた原稿の主走査方向における長さ（原稿幅Ｗ）を
検知する原稿幅検知センサー８を備え、原稿幅検知センサー８は、原稿台７に載せられた
原稿の原稿幅Ｗの情報を制御部１００へ送信する。なお、原稿幅検知センサー８は、特許
請求の範囲における原稿幅検知部の一例となる。
【００２９】
　原稿読取部５は、制御ユニット１０を構成する制御部１００による制御の下、光照射部
及びＣＣＤセンサー等を有する読取機構１６３（図１）を備えており、原稿読取部５は、
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光照射部を使って原稿を照射し、その反射光をＣＣＤセンサーで受光することによって、
原稿から画像を読み取る。
【００３０】
　画像メモリー３２は、原稿読取部５による読み取りで得られた原稿の画像データを一時
的に記憶したり、画像形成部１２のプリント対象となるデータを一時的に保存したりする
ための領域である。ＨＤＤ９２は、原稿読取部５によって読み取られた原稿の画像データ
等を記憶する大容量の記憶装置である。
【００３１】
　駆動モーター７０は、画像形成部１２の各回転部材及び搬送ローラー対１９等に回転駆
動力を付与する駆動源である。ファクシミリ通信部７１は、図示しない符号化・複合化部
、変復調部、及びＮＣＵ（Network Control Unit）等を備え、公衆電話回線網を用いての
ファクシミリの通信を行うものである。
【００３２】
　ネットワークインターフェース部９１は、ＬＡＮ（Local Area Network）ボード等の通
信モジュールを含んで構成され、ネットワークインターフェース部９１に接続されたＬＡ
Ｎ等を介して、ローカルエリア内、又はインターネット上のパーソナルコンピューター等
の外部装置２０と種々のデータの送受信を行うものである。
【００３３】
　制御ユニット１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access M
emory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、及び専用のハードウェア回路を含んで構成され
、制御部１００と、原稿幅算出部１０１と、複写条件読出部１０２とを備えている。なお
、制御部１００、原稿幅算出部１０１、及び複写条件読出部１０２は、特許請求の範囲に
おける制御部、原稿幅検知部、及び複写条件読出部の一例となる。
【００３４】
　制御ユニット１０は、ＨＤＤ９２にインストールされている動作制御プログラムに従っ
た動作により、制御部１００、原稿幅算出部１０１、及び複写条件読出部１０２として機
能するものである。但し、当該制御部１００、原稿幅算出部１０１、及び複写条件読出部
１０２は、制御ユニット１０による動作制御プログラムに従った動作によらず、それぞれ
ハードウェア回路により構成することも可能である。以下、特に触れない限り、各実施形
態について同様である。
【００３５】
　制御部１００は、画像形成装置１の全体的な動作制御を司る。
【００３６】
　原稿幅算出部１０１は、上記原稿幅検知センサー８からの出力に基づいて、複写対象原
稿の主走査方向における長さ（原稿幅Ｗ）を算出する。すなわち、原稿幅算出部１０１及
び原稿幅検知センサー８により、複写対象原稿の主走査方向における長さ（原稿幅Ｗ）が
検知される。原稿幅算出部１０１及び原稿幅検知センサー８が、特許請求の範囲における
原稿幅検知部の一例となる。
【００３７】
　複写条件読出部１０２は、原稿幅算出部１０１により算出された原稿幅Ｗに対応する複
写条件を、後で説明する複写条件データベースＤＢから読み出す。
【００３８】
　図３（Ａ），（Ｂ）は、画像形成装置１における制御ユニット１０を構成するＲＡＭに
形成される、原稿幅に対応付けて、その大きさに応じた複写条件を記憶する複写条件デー
タベースＤＢのデータ構造の一例を示した図である。図３（Ａ）に示した複写条件データ
ベースＤＢ１は、設計者やシステム管理者などによって予め設定されたデータ値（デフォ
ルト値）が記憶された状態の一例を示し、図３（Ｂ）に示した複写条件データベースＤＢ
２は、操作者によって変更が加えられたデータ値が記憶された状態の一例を示している。
なお、複写条件データベースＤＢ１，ＤＢ２を有する記憶部（本実施形態では上記ＲＡＭ
）は、特許請求の範囲における複写条件記憶部の一例となる。
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【００３９】
　複写条件データベースＤＢ１，ＤＢ２には、原稿幅（最小値、最大値）毎に、複写条件
のデフォルト値（初期値）からの変更の有無を示す変更フラグ、及び複写条件（例えば、
倍率、濃度、用紙サイズ）が記憶されている。
【００４０】
　例えば、図３（Ａ）に示した複写条件データベースＤＢ１から、原稿幅が「２１１～２
９７ｍｍ」の原稿に対応付けて、倍率が「１００％」で、濃度が「標準」で、用紙サイズ
が「Ａ３」であることを示す複写条件が記憶されていることが分かり、さらに変更フラグ
が「０」であることから、この複写条件がデフォルト値であることが分かる。
【００４１】
　原稿の大きさに応じた複写条件については操作者が操作部４７の操作により、自由に設
定することができ、制御部１００は、操作部４７を介して、操作者から原稿の大きさに応
じた複写条件の設定が要求されると、例えば、図４（Ａ）に示したような操作画面Ｄ１を
表示部４７３に表示させる。操作者により、操作部４７及び表示部４７３に備えられるタ
ッチパネル機能により、操作画面Ｄ１を通じて、原稿幅（最小値、最大値）が入力され、
複写条件（倍率、濃度、用紙サイズ）が設定されると、制御部１００は、原稿幅に対応付
けて、当該入力された複写条件を複写条件データベースＤＢ２に記憶させる。
【００４２】
　例えば、操作者により、原稿幅の最小値が「２５０ｍｍ」、最大値が「３２０ｍｍ」と
入力され、倍率が「６６％」に、濃度が「薄く」に、用紙サイズが「Ａ４」に設定された
場合、図３（Ａ）に示した複写条件データベースＤＢ１から、当該入力された原稿幅の範
囲「２５０～３２０ｍｍ」は既に登録されている原稿幅の範囲「２１１～２９７ｍｍ」、
「２９８ｍｍ以上」と一部分で重なることが分かるので、例えば、図３（Ｂ）に示したよ
うに、制御部１００により、これら原稿幅の範囲から操作者により新たに入力された原稿
幅の範囲「２５０～３２０ｍｍ」が除外され、原稿幅の範囲がそれぞれ「２１１～２４９
ｍｍ」、「３２１ｍｍ以上」に更新され、そして変更フラグが「１」に変更される。
【００４３】
　その後、制御部１００により、最小値が「２５０ｍｍ」で、最大値が「３２０ｍｍ」の
原稿幅に対応付けて、当該入力された複写条件（倍率「６６％」、濃度「薄く」、用紙サ
イズ「Ａ４」）が記憶され、そして変更フラグが「１」に設定される。
【００４４】
　なお、ここでは最小値と最大値を設定して原稿幅の範囲を指定しているが、範囲の指定
はこれに限定されるものではなく、例えば、制御部１００が、操作からの指示に基づいて
、「２１０ｍｍ±２０ｍｍ」というように、基準値と当該基準値からの許容範囲を設定し
てもよい。
【００４５】
　次に、本発明の第１実施形態に係る画像形成装置１における画像形成動作の手順の一例
を図５に示すフローチャートに基づいて説明する。なお、ここでの動作は、原稿台７に載
せられた原稿、又は原稿載置ガラス１６１に載せられた原稿の複写が、操作部４７を介し
て操作者により指示された場合に行われる動作である。
【００４６】
　まず、制御部１００は、原稿台７に設けられた原稿幅検知センサー８からの出力信号に
基づいて、原稿台７に原稿が載せられているか否かを判断する（ステップＳ１）。制御部
１００が原稿台７に原稿が載せられていると判断すると（ステップＳ１で「ＹＥＳ」）、
原稿幅算出部１０１が原稿幅検知センサー８から出力されてくる原稿幅情報に基づいて原
稿幅Ｗを算出する（ステップＳ２）。その後、制御部１００は、原稿の画像形成装置１内
部への給送を原稿給送部６に開始させると共に（ステップＳ３）、原稿からの画像の読み
取りを原稿読取部５に行わせる（ステップＳ４）。なお、原稿台７に原稿が載せられてい
るか否かの判断の方法は、特に原稿幅検知センサー８に限定されず、他の機構も採用し得
る。
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【００４７】
　一方、ステップＳ１において、制御部１００が、原稿台７に原稿が載せられていないと
判断した場合（ステップＳ１で「ＮＯ」）、制御部１００は、原稿載置ガラス１６１に載
置された原稿の画像の読み取りを原稿読取部５に行わせる（ステップＳ５）。続いて、原
稿幅算出部１０１が、原稿読取部５によって読み取られた画像データから、当該画像デー
タの示す原稿画像の主走査方向の画素数に基づいて、原稿の主走査方向における長さ（原
稿幅Ｗ）を算出する（ステップＳ６）。
【００４８】
　制御部１００は、原稿幅検知センサー８又は原稿幅算出部１０１により検知された原稿
幅Ｗの情報に基づいて、例えば図３（Ｂ）に示した複写条件データベースＤＢ２を検索し
、原稿幅Ｗに対応する複写条件が存在するか否かを判断し（ステップＳ７）、原稿幅Ｗに
対応する複写条件が存在すると判断すれば（ステップＳ７で「ＹＥＳ」）、複写条件読出
部１０２が、複写条件データベースＤＢ２から対応する複写条件を読み出す（ステップＳ
８）。
【００４９】
　例えば、上記算出された原稿幅Ｗが２６２ｍｍである場合、複写条件読出部１０２によ
り、図３（Ｂ）に示した複写条件データベースＤＢ２から、倍率が「６６％」、濃度が「
薄く」、用紙サイズが「Ａ４」であることを示す複写条件が読み出される。
【００５０】
　次に、制御部１００は、原稿読取部５による読取で得られた原稿画像に基づいて、読み
出した複写条件に従って複写した場合の複写内容をプレビューとして表示部４７３へ表示
させ、更に、表示部４７３に、読み出した複写条件に従った複写（以降、この複写を「自
動複写モード」とも記す）を実施するか否かの指示の入力を操作者に対して促すメッセー
ジを表示させる（ステップＳ９）。なお、表示部４７３は、特許請求の範囲における報知
部の一例である。
【００５１】
　制御部１００は、操作者から操作部４７に入力された指示が、自動複写モードを実施す
る旨を示す自動複写実行指示であるか否かを判断し（ステップＳ１０）、制御部１００が
、操作者からの指示が自動複写実行指示であると判断すれば（ステップＳ１０で「ＹＥＳ
」）、原稿読取部５により読み取られて画像メモリー３２に保存されている画像データを
、ステップＳ８で複写条件読出部１０２により読み出された複写条件に基づいて、画像形
成部１２に画像形成を行わせる。すなわち、制御部１００は、「自動複写モード」による
原稿の複写を行わせる（ステップＳ１１）。
【００５２】
　一方、ステップＳ１０において、制御部１００が、操作者からの指示が自動複写実行指
示でないと判断した場合（ステップＳ１０で「ＮＯ」）は、予め定められている標準の複
写条件に従って、原稿の複写を行う（ステップＳ１２）。
【００５３】
　なお、ステップＳ７において、制御部１００が、原稿の大きさに対応する複写条件が存
在しないと判断した場合（ステップＳ７で「ＮＯ」）も、予め定められている標準の複写
条件に従って、原稿の複写を行う（ステップＳ１２）。
【００５４】
　以上、第１実施形態では、複写条件データベースＤＢ２に、複写対象原稿の主走査方向
における長さ（原稿幅）に対応付けて、原稿サイズに応じた複写条件が記憶され、複写条
件読出部１０２が、当該原稿幅に基づいて、複写条件データベースＤＢ２から複写対象原
稿の大きさに対応する複写条件を読み出し、制御部１００が、当該読み出した複写条件に
従って、原稿読取部５によって読み取られた画像を、画像形成部１２により記録紙に対し
て画像形成を行わせる。
【００５５】
　このように第１実施形態では、原稿幅に応じた複写条件に従って複写が行われるので、
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原稿がＡ４（横辺×縦辺が２１０ｍｍ×２９７ｍｍ）、Ｂ５（同１８２ｍｍ×２５７ｍｍ
）といった印刷物規格サイズのものでなく、規格から外れたものであったとしても、検出
された原稿幅に応じた複写条件に従って、操作者からの手動での複写条件の入力なしに、
原稿サイズに応じた「自動複写モード」による複写を行うことができる。
【００５６】
　また、「自動複写モード」による複写を実行させるか否かが操作者からの指示に応じて
判断されるので、操作者の望まない「自動複写モード」による複写が行われるのを防止す
ることができる。また、プレビューが表示されるので、操作者はその選択を容易に行うこ
とができる。なお、上記ステップＳ１０の処理を省略することにより、操作者からの指示
に基づくことなく「自動複写モード」による複写を実行させることも可能であり、この形
態も本発明の一実施形態となる。
【００５７】
　また、別の実施形態では、上記のようにステップＳ９においてプレビュー表示させると
きに、制御部１００が、複写条件変更を操作者に対して促す複写条件変更画面を表示部４
７３へ表示させ、操作部４７を介して操作者から複写条件を変更する指示を受け付け、操
作者からの当該指示に基づいて、制御部１００が、複写条件を変更して、「自動複写モー
ド」による複写を行わせてもよい。
【００５８】
　図６は、本発明の第２実施形態に係る画像形成装置の構造を示した模式的な部分断面正
面図である。なお、図１に示した第１実施形態に係る画像形成装置１と同様の構成部分に
ついては同符号を付し、ここではその詳しい説明を省略する。
【００５９】
　第１実施形態では、原稿の主走査方向における長さ（原稿幅Ｗ）に応じた複写条件に従
って複写を行う場合について説明しているが、第２実施形態では、原稿の主走査方向にお
ける長さ（原稿幅Ｗ）、及び原稿の副走査方向における長さ（原稿長Ｌ）に応じた複写条
件に従って複写を行う点で第１実施形態と相違する。
【００６０】
　原稿給送部６は、原稿を載せる原稿台７と、原稿台７に載せられた原稿の幅を合わせる
ための上述の原稿ガイドに設けられた、原稿幅Ｗを検知する原稿幅検知センサー８と、原
稿台７に載置された原稿の搬送方向先端部よりも搬送方向下流側となる原稿台７の位置に
設けられて原稿台７に原稿が載置されているか否かを検知する原稿長検知センサー９とを
含んで構成されている。なお、原稿長検知センサー９は、特許請求の範囲における原稿長
検知部の一例となる。
【００６１】
　原稿長検知センサー９は、後述する原稿長算出部１０４に対して、その配置位置に原稿
が存在する場合、ＯＮ信号を出力し、配置位置に原稿が存在しない場合、ＯＦＦ信号を出
力する。
【００６２】
　図７は、本発明の第２実施形態に係る画像形成装置１の主要内部構成を概略的に示した
機能ブロック図である。なお、図２に示した第１実施形態に係る画像形成装置１の主要内
部構成を示した機能ブロック図と同様の構成部分については同符号を付し、ここではその
詳しい説明を省略する。
【００６３】
　原稿給送部６は、上記したように、原稿幅検知センサー８及び原稿長検知センサー９を
備え、原稿台７に載せられた原稿における原稿幅Ｗ及び原稿長Ｌに関する情報を制御ユニ
ット１０に対して出力する。
【００６４】
　図８（Ａ），（Ｂ）は、画像形成装置１における制御ユニット１０を構成するＲＡＭに
形成される、原稿サイズ（原稿幅、原稿長）に対応付けて、そのサイズに応じた複写条件
を記憶する複写条件データベースＤＢのデータ構造の一例を示した図である。図８（Ａ）
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に示した複写条件データベースＤＢ３は、設計者やシステム管理者などによって予め設定
されたデータ値（デフォルト値）が記憶された状態の一例を示し、図８（Ｂ）に示した複
写条件データベースＤＢ４は、操作者によって変更が加えられたデータ値が記憶された状
態の一例を示している。なお、複写条件データベースＤＢ３，ＤＢ４を有する記憶部（本
実施形態では上記ＲＡＭ）は、特許請求の範囲における複写条件記憶部の一例となる。
【００６５】
　複写条件データベースＤＢ３，ＤＢ４には、原稿幅（最小値、最大値）及び原稿長毎に
、複写条件のデフォルト値（初期値）からの変更の有無を示す変更フラグ、及び複写条件
（例えば、倍率、濃度、用紙サイズ）が記憶されている。
【００６６】
　例えば、図８（Ａ）に示した複写条件データベースＤＢ３から、原稿幅が「２１１～２
９７ｍｍ」で、原稿長が「０～２９９ｍｍ」の原稿に対応付けて、倍率が「１００％」で
、濃度が「標準」で、用紙サイズが「Ａ３」であることを示す複写条件が記憶されている
ことが分かり、さらに変更フラグが「０」であることから、この複写条件がデフォルト値
であることが分かる。
【００６７】
　原稿の大きさに応じた複写条件については操作者が操作部４７の操作により、自由に設
定することができ、制御部１００は、操作部４７を介して、操作者から原稿の大きさに応
じた複写条件の設定が要求されると、例えば、図４（Ｂ）に例を示す操作画面Ｄ２を表示
部４７３に表示させる。操作者の操作に基づいて、操作部４７及び表示部４７３に備えら
れるタッチパネル機能により、操作画面Ｄ２を通じて、原稿幅（最小値、最大値）及び原
稿長（最小値、最大値）が入力され、複写条件（倍率、濃度、用紙サイズ）が設定される
と、制御部１００は、原稿幅及び原稿長に対応付けて、当該入力された複写条件を複写条
件データベースＤＢ４に記憶させる。
【００６８】
　原稿長算出部１０４は、原稿長検知センサー９がＯＮ信号を出力する時間及び原稿給送
部６による原稿搬送速度に基づいて、原稿長Ｌを算出する。原稿長算出部１０４は、特許
請求の範囲における原稿長検知部の一例である。
【００６９】
　次に、本発明の第２実施形態に係る画像形成装置１における画像形成動作の手順の一例
を図９に示すフローチャートに基づいて説明する。ここでの動作は、原稿台７に載せられ
た原稿の複写が行われる場合の動作である。なお、図５に示した第１実施形態と同様の処
理は説明を省略する。
【００７０】
　まず、制御ユニット１０の原稿幅算出部１０１は、原稿幅検知センサー８からの出力に
基づいて原稿幅Ｗを算出し（ステップＳ２１）、原稿長算出部１０４が原稿長検知センサ
ー９からの出力に基づいて原稿長Ｌを算出する（ステップＳ２２）。その後、制御部１０
０は、原稿の画像形成装置１内部への給送を原稿給送部６に開始させると共に（ステップ
Ｓ２３）、原稿からの画像の読み取りを原稿読取部５に行わせる（ステップＳ２４）。
【００７１】
　制御部１００は、算出された原稿幅Ｗ及び原稿長Ｌに基づいて、図８（Ｂ）に示した複
写条件データベースＤＢ４を検索し、原稿幅Ｗ及び原稿長Ｌからなる原稿サイズに対応す
る複写条件が存在するか否かを判断し（ステップＳ２５）、原稿の大きさに対応する複写
条件が存在すると判断すれば（ステップＳ２５で「ＹＥＳ」）、複写条件読出部１０２が
、複写条件データベースＤＢ４から対応する複写条件を読み出す（ステップＳ２６）。
【００７２】
　例えば、原稿幅Ｗが２４０ｍｍで、原稿長Ｌが２９０ｍｍである場合、複写条件読出部
１０２により、例えば図８（Ｂ）に示した複写条件データベースＤＢ４から、倍率が「１
００％」、濃度が「標準」、用紙サイズが「Ａ３」であることを示す複写条件が読み出さ
れる。
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【００７３】
　以降ステップＳ２７～ステップＳ３０の処理は、第１実施形態に示したステップＳ９～
ステップＳ１２と同様にして行われる。
【００７４】
　以上、第２実施形態では、複写条件データベースＤＢ４に、複写対象原稿の主走査方向
における原稿幅、及び複写対象原稿の副走査方向における原稿長に対応付けて、原稿の大
きさに応じた複写条件が記憶され、複写条件読出部１０２が、当該原稿幅及び原稿長に基
づいて、複写条件データベースＤＢ４から複写対象原稿の大きさに対応する複写条件を読
み出し、制御部１００が、当該読み出した複写条件に従って、原稿読取部５によって読み
取られた画像を、画像形成部１２により記録紙に対して画像形成を行わせる。
【００７５】
　このように第２実施形態では、原稿幅及び原稿長に応じた複写条件に従って複写が行わ
れるので、原稿の大きさに応じた「自動複写モード」による複写をより精度良く行うこと
ができる。
【００７６】
　また、原稿サイズ（原稿幅Ｗ、原稿長Ｌ）を検知する方法は、ここで示したものには限
定されず、その他の方法を採用することも可能である。
【００７７】
　次に、複数の原稿が原稿台７に載せられた場合の原稿サイズ検知を説明する。原稿幅が
全て同じであれば、原稿の大きさの検知は容易であるが、原稿幅の異なる原稿が混ざって
いる場合、原稿台７の上記原稿ガイドに設けられた原稿幅検知部からでは、全ての原稿の
原稿幅を適切に検知できない場合がある。
【００７８】
　例えば、Ａ３（２９７ｍｍ×４２０ｍｍ）の原稿の上にＢ４（２５７ｍｍ×３６４ｍｍ
）の原稿が置かれている場合、上記原稿幅検知センサー８からの出力によっては、Ａ３よ
りも小さいＢ４の原稿幅を検知することはできない。
【００７９】
　そこで、制御部１００は、操作部４７を介した操作者からの指示により原稿混載モード
（以下、混載モードという）の設定が要求されると、例えば、図１０（Ａ）に例を示す操
作画面Ｄ３を表示部４７３に表示させる。操作者による操作に基づいて、操作部４７及び
表示部４７３に備えられるタッチパネル機能により、操作画面Ｄ３を通じて、混載モード
（同幅混載モード又は異幅混載モード）が指定されると、制御部１００が、操作者によっ
て指定されたモードに応じた原稿長さ検知を行う。
【００８０】
　例えば、制御部１００は、操作者により同幅混載モードが設定されていると判断した場
合、原稿幅検知センサー８に、複数原稿についての原稿読取部５による読取時に第１枚目
のみの原稿について原稿幅検知を行わせる。複写条件読出部１０２は、読取対象とされた
各原稿についての複写条件読み出し時に、第１枚目の原稿について検知された原稿幅を、
当該全ての原稿についての原稿幅として用いる。
【００８１】
　一方、制御部１００は、操作者により異幅混載モードが設定されていると判断した場合
、原稿幅検知センサー８に、複数原稿について原稿読取部５による読取時に全ての原稿に
ついて原稿幅検知を行わせ、複写条件読出部１０２は、読取対象とされる各原稿について
の複写条件読み出し時に、各原稿についてそれぞれに検知された原稿幅を用いて複写条件
を読み出す。
【００８２】
　また、さらに別の実施形態では、制御部１００が、例えば、図１０（Ｂ）に示したよう
な操作画面Ｄ４を表示部４７３に表示させる。操作部４７を介した操作者の操作に基づい
て、操作部４７及び表示部４７３に備えられるタッチパネル機能により、操作画面Ｄ４を
通じて、「自動複写モード」による複写の実施／不実施を原稿幅毎に操作者所望の原稿幅



(15) JP 6337817 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

別に設定する指示を制御部１００が受け付け、当該指示に従って、「自動複写モード」に
よる複写を実施又は不実施としてもよい。
【００８３】
　これにより、上記したように、原稿台７に大きさの異なる原稿が複数載せられた場合、
操作者の望む原稿幅のものに対してのみ、「自動複写モード」による複写を実施させるこ
とができる。
【００８４】
　次に、本発明の更に他の実施形態に係る画像形成動作を説明する。
【００８５】
　上記各実施形態では、「自動複写モード」による複写を実施させるか否かを判断する処
理（図５に示すステップＳ９，Ｓ１０で行われる処理、図９に示すステップＳ２７，Ｓ２
８で行われる処理）を毎回行うが、この処理を、下記確認条件が成立した場合にのみ、制
御部１００が行うものとしてもよい。当該確認条件としては、例えば、以下の条件１、２
が挙げられる。
【００８６】
　〈条件１〉　複写対象原稿に対して個別に、操作者により複写条件が既に設定されてい
る
　これは、複写対象原稿に対して個別に、操作者により複写条件が設定されているため、
「自動複写モード」による複写以外の複写を操作者が望んでいると想定されるためである
。
【００８７】
　〈条件２〉　操作者により既に原稿の大きさが変更されていること
　これは、操作者により既に原稿の大きさが変更されている場合は、操作者が「自動複写
モード」による複写を望んでいないと想定されるためである。
【００８８】
　さらに、本発明の更に他の実施形態に係る画像形成動作を説明する。当該実施形態では
、図１１に示すように、制御ユニット１０が、「自動複写モード」による複写を実施させ
ない不実施条件が成立するか否かを判断する不実施条件成立判断部１０５を備える。不実
施条件成立判断部１０５が、不実施条件が成立すると判断した場合、制御部１００は、「
自動複写モード」による複写を実施しない。
【００８９】
　なお、不実施条件成立判断部１０５は、特許請求の範囲における不実施条件成立判断部
の一例となり、不実施条件成立判断部１０５については、制御ユニット１０において、Ｈ
ＤＤ９２にインストールされている動作制御プログラムに従った動作によって、その機能
を実現させることができる。また、不実施条件としては、例えば、以下の条件１～３が挙
げられる。
【００９０】
　〈条件１〉　複写条件データベースＤＢ１～ＤＢ４から読み出した複写条件が、設計者
やシステム管理者などによって予め設定されたデータ値（デフォルト値）から変更されて
いる
　この場合、不実施条件成立判断部１０５は、例えば、複写条件データベースＤＢ１～Ｄ
Ｂ４に記憶されている変更フラグから、複写条件がデフォルト値から変更されているか否
かを判断する。
【００９１】
　〈条件２〉　複写対象原稿に対して個別に、操作者により複写条件が設定されている
　〈条件３〉　操作者により「自動複写モード」の不実施が選択されている
　なお、本発明は上記実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。例えば、上
記実施形態では、本発明に係る画像形成装置の一実施形態としてカラー複合機を用いて説
明しているが、これは一例に過ぎず、モノクロ複合機や他の電子機器、例えば、プリンタ
ー、コピー機、ファクシミリ装置等の他の画像形成装置でもよい。
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【００９２】
　また、上記各実施形態は、画像形成装置と、それに適用される複写条件について説明し
たが、同様の技術を原稿読取装置及びこれにおける原稿読取条件に適用できることは言う
までもない。図１２は、本発明の第４実施形態に係る原稿読取装置の主要内部構成を概略
的に示した機能ブロック図である。
【００９３】
　この第４実施形態としての原稿読取装置は、図１２に示すように画像形成装置１に適用
される。例えば、画像形成装置１が第４実施形態としての原稿読取装置の一例となる。こ
こでは、原稿読取条件記憶部（図略）と、第１乃至第３実施形態に示した複写条件読出部
１０２に代えての原稿読取条件読出部１０８が備えられる。第４実施形態では、制御ユニ
ット１０を構成するＲＡＭが備える原稿読取条件データベース（原稿読出条件記憶部）に
、原稿読取条件が記憶されている。原稿読取条件読出部１０８は、原稿幅算出部１０１に
より算出された原稿幅Ｗに対応する原稿読取部５による原稿読取の読取条件を当該原稿読
取条件データベースから読み出す。原稿読取条件とは、例えば、読み取り解像度や、モノ
クロ／カラー、原稿種類（文字／写真）などである。
【００９４】
　なお、当該第４実施形態としての原稿読取装置による動作及び機能は、上述した各実施
形態の説明において、複写条件となっているものを、原稿読取条件と読み替えることによ
り解釈できる。
【００９５】
　例えば、制御部１００は、原稿幅検知センサー８又は原稿幅算出部１０１により検知さ
れた原稿幅Ｗの情報に基づいて、原稿読取条件データベースを検索し、原稿幅Ｗに対応す
る原稿読取条件が存在するか否かを判断し、原稿幅Ｗに対応する原稿読取条件が存在する
と判断すれば、原稿読取条件読出部１０８が、原稿読取条件データベースから、対応する
原稿読取条件を読み出す。
【００９６】
　制御部１００は、当該原稿読取条件を用いて原稿読取部５により原稿を読み取らせる。
制御部１００は、当該原稿読取で得られた原稿画像を画像形成部１２により画像形成させ
る、又は、ＨＤＤ９２等の記憶領域に記憶させる。
【００９７】
　また、図１乃至図１２を用いて上記各実施形態に示した構成及び処理は、本発明の一実
施形態に過ぎず、本発明の構成及び処理はこれに限定されるものではない。
【符号の説明】
【００９８】
１　　　画像形成装置
５　　　原稿読取部
６　　　原稿給送部
７　　　原稿台
８　　　原稿幅検知センサー
９　　　原稿長検知センサー
１０　　制御ユニット
４７　　操作部
１００　制御部
１０１　原稿幅算出部
１０２　複写条件読出部
１０４　原稿長算出部
１０５　不実施条件成立判断部
１０８　原稿読取条件読出部
４７３　表示部
ＤＢ１～ＤＢ４　複写条件データベース
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